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論文審査の要旨（2000 字程度） 

 
本論文は、「地域住民の水素ステーションに対する受容態度の規定要因」と題し、全 5章からなる。 
第 1 章「研究の背景と目的」では、気候変動が深刻化する中、水素エネルギー利活用がエネル

ギーの有効活用と環境負荷低減等の点から有効であるが、水素ステーション施設に対する地域住
民の懸念は無視できないとし、適切な情報提供を通じて、当該施設に対する正しい理解や認識を
共有することの重要性を述べている。そこで、本研究の目的を、実際に開設されている商用水素
ステーションを対象として、施設が立地する自治体及び施設周辺の地域住民に対してアンケート
調査を実施し、情報提供の実態を把握するとともに、施設に対する地域住民の態度形成要因モデ
ルの構築から、受容態度の規定要因を明らかにすることとした。 
第 2 章「研究の枠組み」では、まず、水素ステーションの仕組みと特徴について、稼働方式と

立地、主な情報提供手段について整理した上で、規制緩和によって情報提供などの手続きが変化
した経緯を述べている。その上で、水素ステーションに対する受容態度の規定要因に関する国内
外の先行研究のレビューから、「危険性」「信頼感」「有用性」「必要性」の 4 項目が受容態度に影
響を与える要因として仮定できるとし、それを踏まえた研究の枠組みを提示した。 
第 3 章「基礎自治体による水素ステーションの情報提供」では、基礎自治体による水素ステー

ションに関する情報提供に着目し、水素ステーションが立地する 53市区町村を対象にしたアンケ
ート調査から、情報提供の実態と施設立地の特徴との関連性について分析している。その結果、
情報提供の内容では、安全性と危険性、政策の位置づけ、水素の性質、温暖化への対策効果等に
ついて、会合型においては半数以上で情報提供されていたのに対して、大気汚染への対策効果や
利便性等の地域環境に関する情報は 35％以下であったことから、会合型の提供情報は、技術・施
設や地球環境、防災・安全に焦点を当てて実施されていたことを示した。一方、会合型の情報提
供を実施した施設は 11 件に留まり、33 件の自治体では情報提供がなされていないことを課題と
して指摘している。これは、水素の貯蔵量上限に関する規制緩和以降に開所された約 7 割の水素
ステーションでは、基礎自治体による公聴会や住民説明会等の会合型の情報提供の義務が無くな
り、自主的に実施した基礎自治体は１割にも満たないことに起因すると考察している。このため、
規制緩和により基礎自治体による住民への情報提供機会が減少したことで、住民の水素に対する
情報収集の機会や質問・意見を述べる場が失われたことを問題点として指摘している。 
第 4 章「地域住民の水素ステーションに対する受容態度の規定要因」では、水素ステーション

の受容態度の構造モデルを用いた共分散構造分析により、地域住民の水素ステーションに対する
受容態度の規定要因を分析するとともに、情報提供前後の受容態度の変容についても分析・考察
している。分析データは、商用で開設されている全国 6 か所の水素ステーションを調査対象とし
て選定し、その周辺約 500 メートル圏内に居住する世帯を対象にアンケート調査票を配布し、回
収した 870 票（回収率 14.6%）のうち、有効回答 810 票を用いている。その結果、水素ステーシ
ョンに対する危険性よりも必要性の方が受容態度に影響を与えていること、信頼感は受容態度へ
の直接的な影響だけではなく危険性に対して負の影響を、必要性に対して正の影響を与えている
ことから、受容態度を規定する重要因子であることを明らかにしている。また、会合型の情報提
供は受容態度に対して負の影響が認められず、基礎自治体による会合型の情報提供が実施される
ことで、地域住民の受容態度に正の影響を与える可能性があると考察している。さらに、情報提
供機会前後の受容態度の変容がマイナスに変化した回答者の多くが、メディア型の情報提供機会
に接していたことから、このタイプの情報提供では受容態度に負の影響を与える可能性を指摘し、
双方向コミュニケーションの重要性を指摘している。これらのことから、水素ステーションの情
報提供においては、関連する知識の提供だけでなく、必要性に対する理解を促し、事業者や行政
への信頼感を醸成するための会合型の情報提供を行うことの重要性を提起している。 
第 5章「結論」では、以上の成果をまとめて結論として示している。 
以上要するに、本研究は、水素ステーションの立地と情報提供、およびそれらの法制度に係る

課題を明らかにするとともに、地域住民の受容態度の規定要因に関する具体的な知見を得たもの
で、環境計画・政策分野上の社会工学的な貢献が大きい。よって、博士（工学）に値するものと
認める。 

 


